
景観形成
基本方針

ゾーニング
土地利用規制

（景観形成地域など）

一般地域
大規模行
為規制

公共事業
の配慮

市町村
等援助

協定制度 審議会

北海道 H13 北海道美しい景観のくにづくり
条例

○
○（広域景観づくり推

進地域）
○ ○

※ 青森 H8 青森県景観条例（H18改正） ○ ○ ○ ○ ○ ○

岩手 H5 岩手の景観の保全と創造に関す
る条例

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

宮城
秋田 H5 秋田県の景観を守る条例 ○ ○（沿道・沿線地域） ○ ○ ○
山形
福島 H10 福島県景観条例 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

※ 茨城 H6 茨城県景観形成条例（H17改正） ○ ○ ○ ○ ○ ○
栃木 H15 栃木県景観条例 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
群馬 H5 群馬県景観条例 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
埼玉 H1 埼玉県景観条例 ○ ○ ○ ○ ○ ○
千葉
東京 H9 東京都景観条例 ○ ○（景観基本軸） ○ ○ ○ ○

H15 東京のしゃれた街並みづくり推
進条例

○ ○ ○

神奈川
山梨 H2 山梨県景観条例 ○ ○ ○ ○ ○ ○

※ 長野 H16 長野県景観条例（改正案景観法
委任条例部分含む）

○（景観計画区域，景
観育成重点地域，景観
育成特定地区）

○ ○ ○ ○

新潟
富山 H14 富山県景観条例 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
石川 H5 石川県景観条例 ○ ○ ○ ○ ○

※ 岐阜 H17 岐阜県景観基本条例 ○ ○ ○
静岡
愛知
三重
福井

滋賀 S59 ふるさと滋賀の風景を守り育て
る条例

○
○（琵琶湖景観形成地
域，琵琶湖景観形成特

別地区）
○ ○ ○ ○ ○

京都

大阪 H10 大阪府景観条例 ○
○（美観誘導区域含

む）
○

兵庫 H5 景観の形成等に関する条例 ○
○（景観形成地区，風
景形成地域，星空景観

形成地域）
○ ○ ○

奈良
和歌山
鳥取 H5 鳥取県景観形成条例 ○ ○ ○ ○ ○
島根 H3 ふるさと島根の景観づくり条例 ○ ○ ○ ○ ○ ○
岡山 S63 岡山県景観条例 ○ ○ ○ ○ ○

広島 H3 ふるさと広島の景観の保全と創
造に関する条例

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

※ 山口 H18 山口県景観条例 ○ ○
徳島
香川
愛媛
高知
福岡 H12 福岡県美しいまちづくり条例 ○ ○
佐賀

長崎 H15 長崎県美しいまちづくり推進条
例

○ ○ ○ ○

熊本 S62 熊本県景観条例 ○
○（特定施設届出地区

等）
○ ○ ○ ○ ○

大分 S63 大分県沿道の景観保全等に関す
る条例

○
○（沿道景観保全地区

等）
○ ○

宮崎 S44 宮崎県沿道修景美化条例 ○（沿道自然景観地区
等）

○ ○

鹿児島
沖縄 H6 沖縄県景観形成条例 ○ ○ ○ ○ ○ ○

合計 29 26 24 19 25 17 19 23
景観法委任部分を含む条例
土地利用規制のない条例

条例の内容
都道
府県名

条例名
施
行
年

※景観法施行後の条例制定

都道府県景観条例の制定状況

資料４
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